
・令和3年9月16日に予定していた「平井川整備事業説明会」について、緊急
事態宣⾔が9月30日まで延⻑されたため書⾯開催とさせていただきました。

・本資料をお読みいただき、今後の平井川整備事業についてご意見いただけ
れば幸いです。
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・現在、東京都が取り組んでいる中小河川整備の概要です。

・都には多摩川や荒川、利根川、鶴見川という大きな河川を中心としたグ
ループ、いわゆる水系があり、平井川は多摩川水系の支川です。

・現在、都内には河川法で定められた一級河川及び二級河川が１０７河川あ
り、その延⻑は８５７ｋｍになります。

・都では、このうち市街化が進展して川が溢れたり、水害の心配のある中小
河川４６河川３２４ｋｍを対象に、川幅を広げたり、掘り下げたりする河川
整備や洪水を一時的に貯留する調節池などの整備を進めております。平井川
もその対象となっています。

・1時間当たり50ミリの降雨に対応する河川の護岸整備については、令和２
年度末現在約２１９．５ｋｍが完成しておりまして、整備率は約６８％と
なっております。
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・次に平井川について説明させていただきます。この図は、平井川の流域図
です。流域とは、雨が降るとその降った雨水がその川に集まってくる地域の
ことです。

・平井川は、東京都⻄多摩郡日の出町の最⻄端「日の出⼭」に源を発し、日
の出町中心付近より、草花丘陵、秋留台地の間を東流し、あきる野市平沢の
JR五日市線鉄橋付近で多摩川に合流する一級河川です。

・流域⾯積は約38.2k㎡、河川延⻑は16.5㎞です。
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・上図は平井川流域の市街化の状況を表したものです。

・流域⾯積に対する宅地（市街地）の割合は、昭和57年に約12％だったもの
の、平成1４年には２２％となっています。

・流域の市街化が進むと、下図の市街化前、市街化後の比較にあるように、
地⾯の多くがアスファルトや建物で覆われるため保水力が低下し、降った雨
が一度に集中して川へ流れ込むようになります。

・このため、降雨時において川の水量が急激に増加し、水害の危険性が高
まってきています。
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・こちらは、平井川における近年の水害の状況です。

・令和元年10月の東日本台風が近年もっとも多くの被害が発生しました。

・大きな被害が発生した箇所を掲載していますが、秋川街道の堀口橋直上流
の右岸の擁壁崩壊、左岸側の護岸及びのり⾯の崩壊などがありました。

・被災した箇所については、すでに護岸復旧を完了しています。

・今回の整備予定区間においても、こうした水害を早期に解消することを目
指して河川整備を行っていきます。
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・こちらの図は、現在の平井川全体の整備状況です。

・平井川では、最下流の多摩川合流点から日の出町の岩井橋までの11.3㎞を
昭和58年に都市計画決定をし、護岸の整備を順次進めてきております。

・護岸整備状況ですが、下流から観音橋上流までの約4.6㎞が完成しており、
護岸整備率は令和２年度末時点で40％となっています。

・今回の事業認可申請区間の下流につきまして、まもなく日の出橋までの整
備が完了する見込みとなり、この度、新たに日の出橋から上流について都市
計画法に基づく事業認可を取得し事業着手したいと考えております。
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・今回事業化したいと考えている区間について説明させていただきます。

・対象区間は、日の出橋上流から千石橋下流までの約５４０メートルです。

・当該箇所については、洪水を安全に流すため、概ね1時間に50ミリの降雨
に対して安全に河川の水を流せるように護岸整備を実施します。

・護岸の整備を行うにあたっては、動植物の生育環境に配慮します。
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・今後整備していく断⾯について、河川を輪切りにし下流方向を見たものを
説明いたします。

・新たに整備する主な内容として、「護岸」、「管理用通路」を構築すると
ともに、「河床掘削」を実施します。

・川幅は２５ｍとなり、これに左右岸に４ｍの管理用通路を合わせた幅員が
３３ｍとなります。

・河川管理用通路とは、水防活動や河川巡視、維持管理などに必要なもので
す。

・また、この図は標準的な断⾯を示していますが、左岸側の大きな崖地や右
岸側の桜の木など、周辺環境を考慮しながら整備方法を検討していきます。

・具体的な整備内容については、今後、詳細な設計を進めながら決定して参
ります。
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・事業の進め方についてですが、本事業説明会は「②事業説明会（書⾯開催）」で
す。今後、「③用地測量」を行い、「④都市計画事業認可」を令和4年の春に取得
する予定です

・その後の「⑤用地に関する個別説明」は、用地のご提供をお願いする方のみを対
象に、用地買収の手順や、補償を行う際に必要となる物件の調査について、東京都
より説明させていただくものです

・「⑦用地補償協議」は、お譲りいただく土地上にある物件等（建物や工作物、樹
木など）の移転などについて、個別に協議させていただくものです

・ある程度の用地を取得できた段階で工事に着手しますが、工事着手の際には、改
めて地域の皆様に工事の内容を説明させていただきます
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・用地測量は、河川計画線と接する土地の現状の境界を確定し、皆様からお譲りい
ただきたい土地の範囲（用地取得範囲）を確定するものです。

・上図のＡさんの場合、現状の土地の境界４辺を確定するため、隣接する、地権者
のＢさん、公共物（川・道）管理者と立会いを行い、Aさんの土地の境界を確認し
ます。

・現状の土地境界の立会確認が終わりましたら、後日、計画線と土地境界との交点
に仮の杭を設置させていただき、皆様からお譲りいただきたい土地の範囲を確定し
ていきます。

・河川計画線を示した平⾯図は⻄多摩建設事務所にて閲覧できます。ご覧になりた
い方は最終ページに記載の問い合わせ先（測量担当）までご連絡をお願いいたしま
す。



・①〜③については、上記の予定で作業を進めてまいります。
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・測量作業は、東京都が作業を委託する業者が行います。

・作業者は、「東京都建設局受託会社」と記載された腕章を着用し、東京都
発行の「身分証明書」を携帯しています。

・現地調査・測量などで皆様の土地に立ち入る場合には、お声掛けいたしま
す。



・上記は、立ち会いをお願いする書⾯の例です。

・「土地境界の立会い確認のお願い」という題のついた用紙に、土地の所在
や立会い日時等を記載しております。

・立会い日時についてご都合の悪い場合には、個別に調整させていただきま
す。

・なお、代理の方の立会いでも結構です。
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・立会の結果を反映した書⾯である立会証明書を作成しますので、こちらに
署名捺印をお願いすることとなります。
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・④の作業においては、境界確認が済んだ箇所から、仮の杭で境界線と計画
線の交点に標示をします。この作業が終了しましたら、河川計画線を現地で
説明させていただきます。
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・上記の問い合わせ先にご連絡を頂ければ、ご質問に対して速やかに説明い
たします。
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